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規
　
則

◯
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対
象
事
務
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
（
七
五
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対
象
事
務
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
五
号

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対
象
事
務
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則

秋
田
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
条

例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
条
例
に
規
定
す
る
権
限
移
譲
対
象
事

務
及
び
経
由
事
務
の
う
ち
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
範
囲
）

第
二
条

条
例
に
規
定
す
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象

事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

一
　
条
例
別
表
第
十
七
第

九
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務

二
　
条
例
別
表
第
三
十
六

第
八
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

三
　
条
例
別
表
第
三
十
七

第
七
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

四
　
条
例
別
表
第
三
十
八

第
七
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

五
　
条
例
別
表
第
三
十
九

第
六
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

六
　
条
例
別
表
第
四
十
第

九
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務

秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定

に
よ
る
適
合
証
の
返
還
の
受
理

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規

則
第
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付

秋
田
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
規
則

第
二
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付

秋
田
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
規
則

第
二
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田

県
規
則
第
五
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書
の

記
載
事
項
の
変
更
等
の
届
出
の
受
理

水
道
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三
十

号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
専
用
水
道
の
布
設
工
事
の
着

手
の
届
出
の
受
理

（二）

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
専
用
水
道
の
布
設
工
事
の
完

了
の
届
出
の
受
理

（三）

規
則
第
十
条
第
一
項
（
規
則
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
専
用
水
道
設
置
者

か
ら
の
水
道
技
術
管
理
者
の
設
置
等
の
届
出
の
受
理

（四）

規
則
第
十
一
条
（
規
則
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
専
用
水
道
設
置
者
か
ら

の
水
質
検
査
実
施
等
の
届
出
の
受
理

（五）

規
則
第
十
二
条
（
規
則
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
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２

七
　
条
例
別
表
第
四
十
一

第
四
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

八
　
条
例
別
表
第
四
十
三

第
九
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

九
　
条
例
別
表
第
四
十
四

第
八
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
専
用
水
道
設
置
者
か
ら

の
健
康
診
断
実
施
等
の
届
出
の
受
理

（六）

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
布
設
し
た
水
道
が
専
用
水

道
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
旨
の
届
出
の
受
理

（七）

規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
専
用
水
道
の
廃
止
等
の
届

出
の
受
理

水
道
法
施
行
細
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の（一）

水
道
法
施
行
細
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
簡
易
専
用
水

道
の
設
置
の
届
出
の
受
理

（二）

水
道
法
施
行
細
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
簡
易
専
用
水

道
の
設
置
届
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

（三）

水
道
法
施
行
細
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
簡
易
専
用
水

道
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

浄
化
槽
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
一

号
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

浄
化
槽
法
施
行
細
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
設

置
等
の
届
出
の
受
理
書
の
交
付

（二）

浄
化
槽
法
施
行
細
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
使

用
の
廃
止
の
届
出
の
受
理

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田

県
規
則
第
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
書
の
記
載
事
項
の

変
更
の
届
出
の
受
理

（二）

規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
小
規
模
水
道
の
布
設
工
事
の

着
手
の
届
出
の
受
理

（三）

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
小
規
模
水
道
の
布
設
工
事
の

完
了
の
届
出
の
受
理

（四）

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
実
施
の
届
出
の

受
理

十
　
条
例
別
表
第
六
十
二

第
七
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

十
一
　
条
例
別
表
第
六
十

五
第
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務

十
二
　
条
例
別
表
第
八
十

一
第
四
号
の
規
則
で
定

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
秋
田

県
規
則
第
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
規
則
第
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
施
設

の
供
用
開
始
の
期
日
の
決
定
等

（二）

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
管
理
等
の
方
法
等
の

届
出
の
受
理

（三）

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
事
項
の
変
更
の

承
認

（四）

規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
の
休
止
等
の
承
認

（五）

規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
地
位
の
承

継
の
承
認

（六）

規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
に
関
す
る

届
出
の
受
理

（七）

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
の
執
行

の
認
可
の
取
消
し
（
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
命

令
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
取
消
し
を
除
く
。
）

（八）

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
原
状
回
復
命
令
等
　

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
認
定
事
務
取
扱
規
則

（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の

（一）

規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
良
宅
地
の
認
定
に

係
る
証
明
書
の
交
付

（二）

規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
造
成
工
事
の
廃
止
の
届
出
の

受
理

（三）

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
優
良
宅
地
の
認
定
を
受
け
た

者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
の
受
理

（四）

規
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
優
良
宅
地
の
認
定
基

準
に
係
る
証
明
書
の
交
付

地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県

規
則
第
四
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
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（
経
由
事
務
の
範
囲
）

第
三
条

条
例
に
規
定
す
る
経
由
事
務
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
由
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３

め
る
事
務

十
三
　
条
例
別
表
第
八
十

二
第
七
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
事
項
の
変
更
の

許
可

（二）

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
更
新

の
許
可

（三）

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
の
廃
止
の

届
出
の
受
理

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
一
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
許
可
事
項
の
変
更
の
許
可

一
　
条
例
別
表
第
八
十
五

第
四
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務

秋
田
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
規
則
（
昭

和
四
十
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の

（一）

規
則
第
三
条
及
び
第
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
規
則
第
二

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
資
金
の
貸
付
け
の
申
請
の
受
理

（二）

規
則
第
八
条
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
借
用
証
書
等
の
受
理

（三）

規
則
第
九
条
第
一
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
増
額
の
申

請
の
受
理

（四）

規
則
第
十
条
第
一
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
の
継

続
の
申
請
の
受
理

（五）

規
則
第
十
一
条
第
一
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
貸
付
け

の
辞
退
等
の
申
出
の
受
理

（六）

規
則
第
十
二
条
第
一
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

二
　
条
例
別
表
第
八
十
五

第
六
号
（八）
の
規
則
で
定

め
る
事
務

三
　
条
例
別
表
第
八
十
五

第
十
三
号
（十）
の
規
則
で

定
め
る
事
務

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
償
還
方
法
の
変
更

の
承
認
の
申
請
の
受
理

（七）

規
則
第
十
三
条
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
繰
上
償
還
の
申
出
の
受
理

（八）

規
則
第
十
六
条
第
一
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
の

免
除
の
申
請
の
受
理

（九）

規
則
第
十
六
条
第
三
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
償
還
金
の
支
払
の

猶
予
の
申
請
の
受
理

（十）

規
則
第
十
七
条
第
二
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
証
人
の
変
更
の

承
認
の
申
請
の
受
理

□

規
則
第
十
八
条
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
承
認

の
申
請
の
受
理

□

規
則
第
十
九
条
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
収
益
の
事
業
外
使
用

の
承
認
の
申
請
の
受
理

□

規
則
第
二
十
一
条
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
違
約
金
の
支
払
の
免
除

の
申
請
の
受
理

□

規
則
第
二
十
二
条
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
借
主
資
格
喪
失
等
の
届

出
の
受
理

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十

四
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
試
験
の
受
験
願

書
の
受
理

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県

規
則
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
受

験
願
書
の
受
理

（ ）十一（ ）十二（ ）十三（ ）十四
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則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

４

四
　
条
例
別
表
第
八
十
五

第
十
九
号
□
の
規
則
で

定
め
る
事
務

（二）

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
の
書
換
え
交

付
の
申
請
の
受
理

（三）

規
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証

の
再
交
付
の
申
請
等
の
受
理

（四）

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
者
の
死
亡
等
の
届
出
の

受
理

（五）

規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
毒
物
実
地
指

導
員
の
指
定
の
申
請
の
受
理

（六）

規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
証
の
交
付

（七）

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
証
の
書
換

え
交
付
の
申
請
の
受
理

（八）

規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
証
の
再
交

付
の
申
請
の
受
理

（九）

規
則
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
証
の
返
納

の
受
理

（十）

規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
毒
物
実
地
指
導
員
の

死
亡
等
の
届
出
の
受
理

薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四

号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（一）

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
薬
剤
師
の
実
務
従
事
者

の
許
可
の
申
請
の
受
理

（二）

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

（三）

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
の
受
理

（四）

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
の
書
換
え
交

付
の
申
請
の
受
理

（五）

規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
身
分

証
明
書
の
再
交
付
等
の
申
請
の
受
理

（六）

規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
の
返
納
の
受

理
（七）

規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
用
具
の
販
売
業
の
届

出
済
証
の
交
付
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